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『東京地方税理士協同組合税理士保険代理店会』入会のお願い 
 

 

謹啓 時下益々清栄のこととお慶び申し上げます。平素は協同組合事業にご協力い

ただき誠にありがとうございます。 

東京地方税理士協同組合税理士 VIP 代理店会は、令和２年８月に発足し、令和５

年 10 月 16 日に「東京地方税理士協同組合税理士保険代理店会」と名称変更いた

しました。 

税理士保険代理店制度の更なる発展・充実を目指し、また、生命保険に関する業

務知識の向上などにより、代理店手数料による事務所の収益拡大、関与先のニーズ

に合った保険商品の提案を行うこと等を目指します。 

組合員・準会員の皆様におかれましては、税理士保険代理店会の趣旨・目的をご

理解いただき代理店会正会員へご入会いただきたくお願い申し上げます。 

 なお、生命保険会社の代理店等を行っていない方でも入会することができます。 

謹 白 



東京地方税理士協同組合税理士保険代理店会会則 

 

第 1 章  総 則 

(名 称) 

第 1 条 本会は、東京地方税理士協同組合税理士保険代理店会(以下「本会」という)と称する。 

 

(目 的) 

第 2 条 本会は、次の事項を目的とする。 

1． 会員相互の親睦を図り、生命保険に関する業務知識の向上及び代理店の業績向上を 

図る。 

2．会員相互間の情報交換及び交流を図る。 

 

(事 業) 

第 3 条 本会は前条の目的を達成するため下記の事業を行う。 

1. 会員相互の親睦、生命保険に関する業務知識の向上に必要な事業 

2．その他前条の目的達成のために必要な事業 

 

（事業年度） 

第４条 本会の事業年度は毎年８月 1 日に始まり、翌年７月 31 日に終わる。 

 

第 2 章  会 員 

（会 員） 

第 5 条 本会の会員は、正会員と準会員で構成する。 

１. 正会員は、生命保険会社の税理士代理店とする（生命保険会社の保険代理店になる予定

の者を含める）。 

２. 準会員は、東京地方税理士協同組合区域内で代理店のある生命保険会社とする。 

 

（入退会の手続） 

第６条 入会又は退会を希望する者は所定の届出書を提出することとする。但し、正会員は東京

地方税理士協同組合の組合員または準組合員の資格を喪失した時は会員資格を失う。 

   

（費用負担） 

第７条 第３条に掲げる費用は、東京地方税理士協同組合が負担する。但し、準会員の費用は、

原則として参加者負担とする。その額についてはその都度定める。 

   

第 3 章  役 員 

（役 員） 

第 8 条 本会の運営のため役員として次の役員を置く。 

会 長  1 名（東京地方税理士協同組合理事長をもって充てる） 

  副会長 ５名以内（東京地方税理士協同組合副理事長をもって充てる） 

  理 事 ５名以内（東京地方税理士協同組合専務理事、全税共事業部長及び会長が指名し

た者をもって充てる） 



 

(役員の任期) 

第 9 条 役員の任期２年とする。但し再任を妨げない。 

  ２. 各役員は、就任時の東京地方税理士協同組合の役職を退任した場合であっても、本会の

任期満了まではその役職に留まるものとする。 

３. 役員がその任期途中で辞任等をした場合は後任者を選任することができる。後任者の任

期は前任者の残任期間とする。 

 

（役員の職務）  

第 10 条 役員の職務は次のとおりとする。 

1． 会長は、本会を代表して会務を統括する。 

2． 副会長は、会長を補佐し、やむを得ない理由で会長不在となった場合、代理となる。 

3.  理事は、本会の運営に係る業務を執行する。 

 

（顧問） 

第 11 条 顧問は会長が委嘱する。（任期は委嘱した会長と同一とする。） 

 

第４章 総 会 

(総会の種類と招集) 

第 12 条 総会は、事業年度終了後３か月以内に会長が招集して開催し、会の運営に必要な事項を

審議・議決する。ただし、必要ある時は臨時総会を開催することができる。 

 

(総会の決議) 

第 13 条 総会は、出席正会員の過半数の同意をもってこれを決する。 

 

第５章 事務局 

（事務局） 

第 14 条 本会の事務局は、東京地方税理士協同組合内に置く。 

 

第６章 個人情報の保護 

（個人情報の保護） 

第 15 条 本会正会員及び準会員は、本会の行事等で得た個人情報を漏洩してはならない。退会し

た後も同様とする。 

 

令和２年  8 月 ３日 施行 

令和 3 年  8 月  2 日 改定 

令和５年 10 月 16 日 改定 



1 提供する情報

①

②

③

2 守秘義務

記入日 　　　　　年　　　　月　　　　日

私（または、当法人）は、本会の行事等で得た個人情報を漏洩いたしません。退会した

後も同様といたします。

東京地方税理士協同組合税理士保険代理店会

正会員　入会申込書

　私（または、当法人）は、当会の趣旨及び目的を理解し、代理店を行っている提携生命保険会

社が東京地方税理士協同組合に対し、以下のとおり代理店制度のある提携生命保険会社に登録さ

れている代理店情報を一部開示することに同意し、入会を申し込みます。

氏名、税理士登録番号

法人の場合には、代理店の名称、登録税理士の氏名

生命保険募集代理店として取り扱った生命保険契約に関する稼働情報（生命保険

契約の顧客情報は含まない）・・下記で選択してください。

東京地方税理士協同組合　FAX：０４５-２４３－０５５０

個人の場合

所属支所名

氏名（自署）

税理士法人の場合

所属支所名

代表者（自署）

法人名

税理士法人登録番号

連絡先所在地連絡先所在地

連絡先電話番号 連絡先電話番号

税理士登録番号


